
コンタクトレンズ検査を含む診療に係る費用について 

 

 当院では、コンタクトレンズ検査料 1 の施設基準を中国四国厚生局長に届出してい

ます。コンタクトレンズ検査を含む診療に係る費用は以下のような計算方法となりま

す。 

コンタクトレンズ検査が初めての方 

 

初診料（機能強化加算＋電子的診療情報連携体制整備加算 3）（375 点）＋コンタクト

レンズ検査料 1（200 点）＋外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(23 点)＋外来・在宅

物価対応料(2 点)＝600 点 

600 点×10 円（1 点を 10 円で計算します）＝6,000 円（全額自己負担の場合） 

お持ちの被保険者証により、6,000 円のうちの窓口自己負担額が決まります。 

3 割負担の方・・・6,000 円×0.3＝1,800 円（窓口自己負担額） 

2 割負担の方・・・6,000 円×0.2＝1,200 円（窓口自己負担額） 

1 割負担の方・・・6,000 円×0.1＝600 円（窓口自己負担額） 

 

コンタクトレンズ検査が 2 回目以降の方 

 

再診料（電子的診療情報連携体制整備加算）（78 点）＋コンタクトレンズ検査料 1（200

点）＋外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)（6 点）＋外来・在宅物価対応料（2 点）＝

286 点 

286 点×10 円（1 点を 10 円で計算します）＝2,860 円（全額自己負担の場合） 

お持ちの被保険者証により、2,860 円のうちの窓口自己負担額が決まります。 

3 割負担の方・・・2,860 円×0.3＝1,010 円（窓口自己負担額） 

2 割負担の方・・・2,860 円×0.2＝680 円（窓口自己負担額） 

1 割負担の方・・・2,860 円×0.1＝340 円（窓口自己負担額） 

窓口自己負担額では小数点以下の点数を四捨五入して 1 点 10 円で計算 

 

＊当院で過去にコンタクトレンズ検査を行ったことがある患者さんの場合には、基本

診察料のうち、「再診料」を算定させていただきます。 

 

施設基準の届出について 

検査料の区分：コンタクトレンズ検査料 1 

診療を担当する医師名：瀧川泰医師 

眼科診療経験年数：40 年 

 

尚、上記金額に加え、マイナ保険証の利用有無に応じて、別途診療報酬に定める「医

療情報取得加算」を算定させていただきます。 

ご不明な点や詳細についての説明につきましては受付までお問い合わせください。 
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